
重要事項説明書 (居宅介護支援サービス)

1 居宅介護支援サービスの目的

居宅介護支援サービスは、要介護の状態にある利用者の委託により、利用者の心身の状態等IJ芯じた適切な居宅介護サービ

ス計画の作成を支援し、作成され潤啓宅介護サービス計画に沿って指定

―

―ビス等の提供が確保されるよう、サー

ビス提供事業者との連絡調整その他の便宜を図ることを目的としま丸

2 事業所の概要

①事業者の概要

事 業 者 の 名 称 医療法人 御幸会

事 業 者 の 所 在 地 愛知県弥富市子宝二丁目105番地4

代 表 者 名 野村 幸彦

②事業所の概要

事 業 所 名 嚇 事業所 ローズ

管 理 者 名 赫  由詩

介 護 保 険 指 定 番 号 2375601313

所 在 地 愛知県弥富市子宝二丁目105番地 1

電 話 番 号 0567-52-1813
F A X 番 号 0567-52-1816

サ ー ビ ス 提 供 地 域
弥富市、飛島村、愛西市、名古屋市 (港区。中川D、 蟹江町、桑名郡木曽岬町、

桑名市、津島市、稲沢市

③職員体制

常 勤 非常勤 計 復調計する難

勤 務 形 態 輸 経 難 経

管 理 者 1 続

介 護 支 援 専 門 員 3 1 1 5 居宅介護サービス計画作成業務等の実施

そ の 他 職 員 1 勢

備 考 職員は、常に身分証明証を携帯していますので必要な場合は提示をお求め下さしヽ

④営業日及び営業時間

営 業 日 月曜日～金曜日 (祝日、 12/29～ 1/3を除く)

営 業 時 間 午前9時 ～ 午後 5時

⑤ご利用事業所であわせて実施する事業

勤 麟 事業者指定日

-訪問介護サービス 平成 25年  4月  1日 2377500174

通所介護サービス 平成15年 5月 15日 2375601305
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3 担当する介護支援専門員

①あなたはいつでも担当の職員の変更を申し出ることができます。その場合、変更を拒む正当な理由がない限り、変更の申し

出に応じます。

②当事業者は、担当の職員が退職する。業務に支障が出る等正当な理由がある場合に限り、担当の職員を変更することがあり

ます。その場合には事前にあなたの了解を得ますЭ

4 居宅介護支援の申し込みから居宅介護サービスが提供されるまでの流れとその主な内容

①居宅介護支援の申し込み

重要事項説明書をお渡しし、内容をご確認いただきます。

②契約の締結

契約を締結します。所定の書類を市町村へ届け出ますD

③状態の把握 (アセスメント)

認定調査結果および主治医意見書などを入手するとともに、担当の介護保険支援専門員カテJ用者やご家族に面接し、抱えて

おられる間雹

―

べき課題を分析しますD

④居宅介護サービス計画原案の作成

アセスメントの結果をもとに、どのような支援が必要かを検討し、居宅介護サービス計画原案を作成します。居宅サービス

事業者を選定していただきます。

⑤サービス担当者会議の開催

関係する居宅介護サービス担当者を集める等して、サービス計画原案について検討しますЭ利用者の希望やい身の状況等を

考慮し、居宅介護サービスの目標とその達成時期、サービスの種類、内容、利用料金等を決定しますЭ



⑥居宅介護サービス計画書の交付

検討されたサービス計画の内容についてコ磨ふ ご了承いただきます。その上で、居宅介護サービス計画書をお渡ししますD

⑦居宅介護サービスの提供

居宅介護サービス計画に位置づけられたサービスが各々の居宅介護サービス事業者より提供されま丸

③状況の把握 (モニタリン分

居宅介護サービス計画の実施状況の把握につとめ、毎月評価を行い、必要に応じて居宅介護サービス計画を変更します。

⑨締籠鯉

介護保険サービスの利用実績を確認します。

⑩介護報酬請求    ・

介護報酬の請場 などを行いま丸

5 医療と介護の連携

①利用者やご家族等の情報を平時、入院時ともに医療機関 (主治医・入院先 。歯科医師・フ議領市等)と共有しますЭ

跡 l用者が入院した場合、入院先へ文書にて情報を提供しますD夕院 した際は、利用者やご家族からも入院先ヘサービス担当

者名等をお伝えください)

帥 l用者が医療機関において医師の診察を受ける際に同席し、医師と情報連携を行いま丸

6 公正中立なケアマネジメント

跡 l用者やご家族等は介護サービス計画等に位置づける介護サービス事業所等について、複数の事業所の紹介を求めることが

できます。また、介護サービス事業所等を介護サービス計画等に位置づけた理由を求めることができます。

②当事業所は、介護開 公表システムの運営開 において各サービスの利用割合を公表していますЭ

③当事業所のケアプランの訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与の利用状況は以下の通りです。

・令和6年 3月 ～令和 6年 8月 の間に作成したケアプランにおける、訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸

与の各サービスの利用割合

訪問介護    :52% 麟 54% 麟 鯰 4% 醐 難 与  :59%
・令和6年 3月 ～令和6年 8月 の間に作成したケアプランにおける、訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸

与の各サービスごとの、同一事業者によつて提供されたものの割合

訪問介護 ホームヘルパーローズ 29% まごころ介護やとみ 25% 訪問介護事業所くるね 12%
麟 テ

゛
イ■ヒ

゛
カンターローズ 59% リハビリデイサービスエソラ弥富 7% リハビリデイサービスるぶらん  6%

嘲 鯰 樹楽 小碓 25%

テ
゛
イ■ヒ

゛
戒ンタ4絲家 25%

はぴね弥富デイサービス 25%
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醐 具餌 蕉O/ョ ガらゅ一聰古屋 20% ル‐グリーン中京 19% ヤガミホーム今ルスセンタ‐海南 17%

7  禾1月ヨ刑隆鐘

8 相談窓口・苦情窓口・虐待対応担当者窓口

① サービスに関する相談については、当事業所にこ卦目談くださし、

ケ ア プ ラ ン の 立 案 作 成 等

介護保険制度の定める額 (事業所の運営状況、利用者の状況等に応じて変動しま―
tl

特¨ 蔭  (Ⅱ )

要介護 1・ 2   1507単 付ら/月

要分漏隻3・ 4・ 5  1832乳 /月

ただし要介護認定を受けられた方は、介護保険から全額支給されるので自己負担はあり

ません。保験料の滞納等により法定代理受領ができない場合は、lヶ月につき介護保険法

が定める金額を頂き、事業所から「サービス提供瓢明書」を発行します。この「サービス

提供証明書」を後日、市町村役場に提出しますと、全額払い戻しを受けられますD

国が介護報酬の改定を行つた場合は、改定後の利用料金としますD

初回加算・フ

ー

日算 (I)

(Ⅱ )。退院退所加算 (I)(Ⅱ )(Ⅲ )・

ターミナルケアマネジメントカ日算・

通院時瀞調自知礎争繁罰判 略

カンファレンスカロ算・地関初暉 (6

級0・ `時報通信機器等の活用等の

側

要 介 護 認 定 等 の 代 行 申 請 利用者負担はありませれ 手続き上、魃 をお預かりしま丸

居宅介護サービス計画作成依頼届 利用者負担はありません。手続き上、被保険者証をお預かりします。

情 報 提 供 利用者負担はありません。ただしコピー代等実費をいただくことがありま丸

交 通 費
通常の実施地域にお住まいの方は無料で九 それ以外の地域の方は、介護支援専門員が

お訪ねするための交通費の実費をいただきま丸

居宅介護支援 事 業所 ロー ズ

管 理 者  近 藤  由 希 子

電 話 番 号 0567-52-1813

FAX 番 号 0567-52-1816

受 付 時 間 平日  午前9時 ～ 午後 5時



24時間、常時連絡出来る体制を確保 し、かつ、必要に応じ利用者等の相談に対応する

体制を解 している。

連絡先 :0567-52-1813 又は 080-3632-1813
※居宅介護支援事業所|力書待等の防止のため①委員会、担当窓回の設置②従業員へ研修会の実施Э虐待を受けたと思われる利

用者を発見した際の市町村への通報の措置を講じるよう求められていますЭ

② 公的機関においても次の機関において苦晴申出等を行うことができます。

・市町村帥 目談窓口

・県介護サービス苦晴相談窓口

愛知県国民健康保険団体連合会 介護福祉室内 苦庸相談室 臨 052-971-4165

二重県国民健康保険団体連合会 介護保険課 介護保険係 諭 059-222-4165

9 賠償責任について

①当事菊抑ま、居宅介護支援の提供に伴つて、当事業所の責めに帰すべき事由により、利用者又はそのご家族等の生命、身

体、財産及び名誉に損害を及ぼした場合には、相当の範囲内においてその損害を賠償しますЭ

②利用者又はそのご家族等は、利用者又はそのご家族等の責めに帰すべき事由により、当事業所の従業員の生命、身体、財

産及び名誉に損害に及ぼした場合は、相当の範囲内においてその損害を賠償しますЭ

10 個人情報の取り扱い

飾 果 誦 0567-65-1111 蟹 論 0567-95-1111

飛島村役場福祉課 論 0567-52-1001 津島市役所高齢介護課 論 0567-24-1118

¨ 稿 齢 訥 駅 論 0567-26-8111 稲沢市役所高齢介護課 論 0587-32-1293

名韻 市港区蓼刀確訥鼎釉罰鋼書1上係 誦 052-651-3251 翡 臨 0594-24-1489

名古屋市剌 |¨ 縣 論 052-362-1111 影調休曽岬町寧場認熟蘭む粛課 論 0567-68-6104

個ノヘ、情報の収集

当事業所カテJ用者およびその家族錮 大脚 を収集する場合、利用者の介護に力N/Jヽわる範囲で行ないますD

その他の目的に個人開 を利用する場合は、利用目的をあらかじめお知らせし、ご了解を得た上で実施いた

しますD

個 人 情 報 の

利用および提供

当事菊弗ま、利用者およびその家族の個人師 の利用につきましては以下の場合を除き、本来の利用目的の

範囲を超えて使用いたしません。

◎ 禾J用者およびその家族の了解を得た場合

◎ 個人を識別あるVV靖定できない状態ヤ劫日工して利用する場合

◎ 法令等により提供を求められた場合

当事業所は、法令の定める場合等を除き、利用者の許可なく、その情報を第二者に提供いたしません。

個 人 情 報 の

利 用 目 的

施設内での利用

1.利用者に提供する介護サービス

2.介毒舒鰤斜等にi難する場

3.介護サービスの会計及び経理

4.ヒヤリハット事例等の報告

5.利用者への介護サービスの向上

6.施設内で行われる介護実習への協力

7.介護の質の向上を目的とした施設内での事例研究

8.その他、利用者に係る管理置場

酸 い の情郭擬供としての禾り用

1.利用者に御 ―ビスを提供する他の事業者や瞬

…

喘Fと の連携

2.他の医療機関や介護関係事業者等からの照会への回答

3.利用者の介護等のため、外部の医師等の意見・助言を求める場合

4.― の心身の状況説明

5.保険事務の委託その他業務委託

6.審査支払機関への給付管理票の提供

7.審査支払機関または保険者からの照会への回答

8.損害賠償保険などに係る保険会社等への相談または届出等

9.その他、介護保険等に関する介護費請求のための利用

その他の利用

1.介護サービスや業務の維持・改善のための基礎資料

2.外部監査機関への帥

3.法令等に基づく行政機関等への報告



4.学会等へ個人情報を匿名化した事例の学術報告

情 報 提 供 に

関 す る 要 望

1.上記利用目的のうち、介護関係事業者や医療機関等への情報提供について同意しがたい事項がある場

合には、その旨を担当窓口までお申し出くださVゝ

2.お申し出がないものについては、同意していただけたものとして取り扱わせていただきますЭ

3.これらのお申し出は、後からいつでも撤回、変更等をすることができます。

個 人 情 報 の

確 認 ・ 修 正

当事業所は、利用者及びその家族の個人情報について利用者及びその家族から開示を求められた場合には、

遅滞なく対応いたします。また、内容が事実でない等の理由で訂正を求められた場合も、調査し適切に対応

いたします。

個 人 情 報 の

適 正 管 理

当事業所は、利用者およびその家族の個人日 について、正確かつ最新の状態に保ち、利用者およびその家

族の個人情報の漏えい、紛失、破壊、改ざん又は利用者の個人脚 への不止なアクセスを防止することに努

めます。

居宅介護支援事菊所ローズは、重要事項説明書に基づいて、居宅介護支援の内容及び重要事項の説明を行いました

令和  年   月   日

事業所 所在地          弥富市子宝二丁目105番地 1

事業所名          居宅介護支援事業所ローズ

担当介護支援専門員名                印

居宅介護支援契約の締結にあたり、上記のとおり説明を受け、了承しました

令和   年   月   日

利用者

住所

氏名
日
Ｈ

Ｌ
ト

電話番号

%侍 青

住所

蹴 鰤  )印

電話番号

働

氏名                    (続 柄  )印

電話番号

家族の代表者または代理人


